
書評

ポストナショナルな統治体の動態的把握のために
一一中村民雄編同U研究の新地平Jからの示峻…一

はじめに

本書は，社会科学研究所の「ヨーロッパ研究

会Jを母体とする共同研究の成果である.共同

研究には様々な形がありうるが，編者によれば，

本書はいわゆる「学経的研究」ではなく，共通

の問題関心を共有しつつ異なる楽器によって音

楽を奏でる「ジャズJであるという.評者はそ

の比聡を十分理解しているとはいえないが，こ

のような性格を持つ本書につき，まず内容を忠

実に要約し，それに一つずつ評価を加えるとい

うタイプの書評は適切ではないだろう.そもそ

も，同書の「はじめにjr終章」において編者

による的確な総括がなされており，その点で付

け加えられるべきものは多くはない.そこで本

書評は，このセッションの中から浮かび上がっ

た印象的なフレーズを取り出し，コメントを加

えることを中心としている.

まず全体の評価を述べておこう.編者が「は

じめに」で掲げた目的からするならば，本書の

評価基準は，第一に「全体として曲をなしてい

るか」否か，第二に「現場感覚を伝え」るとい

う目的が達成されているか否か，ということに

おかれるべきだろう.

この二点いずれについても，本書が相当の成

功をなしていることは疑いない.本書の中では，

共通のテーマが形を変えて扱われ，奏者間で呼

応や変奏が展開されている.そのことによって，

多数の執筆者であるにもかかわらず，本書には

ある種の一体性が生まれている.また現場感覚

という点に関しては，出来合いの枠組を適用し

て足れりとする類のものではない，方法論的な
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省察を合む章が多く含まれており， r音楽Jが

立ち上がる現場を実感させる.さらに，共通の

テーマを扱いつつも，奏者の間には決して予定

調和が支配しているのではない.時に不協和音

が響くことも，本書にライヴ感を与えている.

以下では本書に表れた興味深いトピックを四

点取り上げ，その主題をめぐる各章の変奏を検

討する(なお，本書からの引用はページ番号の

みを記す). 

1. EU研究における「方法論的ナショナ

リズムJからの離脱

共有されている主題として最初にあげるべき

は，遠藤乾「日本におけるヨーロッパ連合研究

のあり方」が掲げた「方法論的ナショナリズム

を超えてJという主題であろう.本書の多くの

章には，方法に関する慎重な検討の過程を見る

ことが出来る. rこえて」といっても， ここで

必要なのは，既存の分析枠組から別の枠組に一

足飛ぴに移ることではなく，既存の(国民国家

を対象とした)分析枠組の特質を冷静に検討し

た上で， EUという新しい対象への適用のため

の取捨・選択・改変を加えるその作業過程であ

る.

例えば平島鰭可「政体の観点から EUを考え

る」は， r多面的な rEUの現実iをあきらか

にしなければならないは5)jとして，政体と

しての EUのあり方を一つの分析視角 cr政府

間主義j，r新機能主義」等)から裁断するので

はなく，政策領域ごとの多様性とその対象範囲

の拡大に重点を量く.また，安藤研一 rEU，

国民国家を超える制度の政治経済学」は，経済
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統合に関する既存の議論が「比較静学Jである

ことを批判する.そして，資本主義経済の基本

的特徴を三点(市場機構，資本蓄積，資本一賃

労働関係)にまとめ，その制度的基盤がEUレ

ヴェルにどのような形で構築されているかを，

田捺公共財の供給に関する議論などを参照しな

がら検討し，ヨーロッパ経済の現状を捉えよう

とする.更に，中村氏雄「動く多元法秩序とし

ての EUJは，多層で動的な EU法秩序の動態

を捉えるため，ハート(狂.L. A. Hart)の議論

を出発点とし，ダヴリック (FrankE. 

Dowrick) の承認ルール聞の競合というアイデ

イアや，マコーミック (NeilMcCormick) の

多元法秩序モデルを導きとして，両者のアイデ

イアを総合する形で， EU機関次元の法秩序と

各国次元の法秩序が重複しつつ並存するという

モデルを提示する.

これらから， Iポスト方法論的ナショナリズ

ムJのEU研究の方向性について，一定の示唆

を得ることが出来る.まず， EU は多層性を持

つ政体であり，かっその作動のあり方や範囲が

動的に変容していることが重要で、ある.EU研

究はこの点をJ定えるものでなければならない.

そのための戦略の一つは，安藤が示したように，

資本主義経済・統治(・弐主主義?)といった

分析対象の基本的カテゴリーに立ち戻って，そ

の果たすべき機能がいかに実現されているか

(いないか)を検討することである.小川有美

「新しい統治としての OMC(開放的協調)と

ヨーロッパ化する政党政治Jが，ルーマン

(Niklas Luhmann) に依拠しつつ，開放的協調

と憲法化を法システムと政治システムの接触に

ついてのこつの選択肢として提示しているのも

同様であろう 1) もう一つの戦略は，中村が示

1) 憲法化については， トイプナー (Gunther

Teubner)の議論も参賠 (Teubner2004) .こ

の論文を含む研究動向の紹介に伊藤 (2005)が

あり，全体としては有益であるが， トイプナー

の議論の紹介においては，部分システムの外部

への負の影響の解決という側面に重点をおきす

ぎているように思われる. トイプナーの議論の

重点は，各部分システムの自律性の擁護にある.
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したように，多層性と動態性という点に特に留

しつつ，既存の分析枠組の抽象化・修正・結

合を試みることであろう.

しかし他方で，そのような分析枠組の検討が

不足している章も存在している.例えばマルテ

イン・シュルツ「経済政策統合に伴うヨーロッ

パの経験」は， EU市民をプリンシパルとし，

EUの政治家や役人やエリートをエージェント

として分析を行うと宣言する. EU市民と EU
レヴェルの政治家・役人には直接の授権の回路

が存在しておらず，各国政府を介しての間接的

なそれにとどまっているため，通常は市民と各

国政府の関係(または各国政府と EU諸機関)

をプリンシパル・エージェント関係として捉え

ることが多いであろう.従って伎にこの枠組が

適用されれば，興味深い議論が展開されること

が予想される.しかし実際に議論の中で提示さ

れているのは， IドイツJIアイルランドjとい

った各国民経済が統合によってどのような経済

的影響を受け，どのような対応戦略をとるか，

という国際経済協棋に関する古典的なフレーム

ワークである.もちろんそれは，それ自体とし

て問題があるわけではないが，宣言とは異なり

「市民」は登場しない2)

また，宇野重規 f政治哲学問題としての欧州

統合jは， I帝国Jというポスト国民国家的な

キーワードを一つの柱としているが，そのキー

ワードそのものに対する省察が不足している.

「しばしばEUは，アメリカ型の帝国に代わる，

あるいは対抗するそれとは異質な新しい秩序構

想の代表として捉えられる (259)Jという一文

があるとおり，帝国の語は，現実のアメリカ合

2) 市民一人…人の経済的利益を検討することは

権めて間難だとしても，国民経済レヴェルと

EU経済レヴェルでの生産要素の希少性の相違

に注目したり，あるいは市場統合がセクター毎

に与える影響の相違を分析をするなど，市民一

人一人に与える経済統合のインパクトに近づこ

うとする枠組が，仮にも「市民」を掲げるので

あれば必要ではなかっただろうか.あるいは，

国民経済の盛衰が平均的市民の惇生の代理変数

としてとらえられるということかもしれないが，

明示的な説明はない.



衆自のあり方を基礎として位置づけられている

ように見受けられる.しかし他方，帝国の特徴

に関する記述では，国境を越える活動や内と外

の区別の相対化など，ネグワ (AntonioNegri) 

/ハート (MichaelHardt)の議論にむしろ依

拠していると思われる部分もある.どちらにせ

よ問題なのは， Eじの現状および将来を測るモ

ノサシとして提示された帝国の概念に関する明

確な内容規定が欠落していることである3) モ

ノサシが不明確なまま帝国であるとかないとか

てみても，あまり意味があるとは思えない.

むしろ，実体的な主張として提示されている

「市民権のみを付与する政治体としての EUJ

というシナリオの方が，それ自体興味深くかっ

検討に値するものであり，そこには帝国などと

いうギミックは不要ではないだ、ろうか.

帝国という概念の利用については，鈴木一人

の議論が参考になる(鈴木 2006).彼は権力性

と多元性を帝国の中核と位置づけつつ， EUに

そのような要素が一定程度含まれているとしな

がらも，なお独自性を持つ点を表現するために

rr規制帝国jとしての EUJ という仮説を提示

している.概念内容の適切性については議論が

ありうるとしても，鈴木の議論の方が， r帝国j

というキーワードを分析に生かすための手続と

して自己省察的である.

「方法論的ナショナリズムをこえるJという

ことは，主権国家や想像された国民共同体の力

を無視して，ないしはその将来的な消滅を想定

して分析することや，新しいキーワードを用い

ることを意味するのではない.問題なのは，国

民国家の存在を絶対視することであり，国民国

家の諸制度が EUレヴェルに再現されることを，

無前提に想定する・基準とすることである.国

民国家の位置を見産す，それが実現してきた価

値・機能に一旦立ち返り，それを(別の形で)

実現する制度を検討する，諸制度をその構成パ

3) 日本語では欧米語と異なる形で帝国の語が用

いられてきた歴史があることを考えれば(吉村

1999) ，帝国メタファーの使用に際して意味内容

の明確化を図る必要は，より大きいといえない

だろうか.
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ーツに分解した上で，パーツ一つ一つの適用可

能性を検討する，といった作業を踏まえた結果

であるならば，当の国民国家を一つの主体とし

て重視する分析枠組が生まれたとしても，それ

は決して「方法論的ナショナリズム」ではない.

遠藤論文が後半部分で提示するタスクリストに，

「加盟留家同士の外交(史)を研究アジェンダ

の正面にすえる(16)Jことや， (国家聞の)

「開放的でアドホックな連携の実態的分析

(17) Jといった，国家が中心的主体となる方向

が挙げられていることは，そのように理解すべ

きであろう.

以上のように，多くの章に「方法論的ナショ

ナリズムJをこえるという課題が共有されてい

ることは評価されるべきである.しかしその反

面で，評者の観点からは， r国家とそうでない

もの(としての EU)Jという対比に重点がお

かれるあまり， EUの特徴を示す他の側面への

注目が弱くなっているように映る.例えば，

つの論点は，最も広い意味での公的機能を担保

する上で，政市・市場・社会組織に割り当てら

れる役割である.シュミッター (PhilippeC. 

Schmitter)が rEUの fマルチレヴェルj性

と同様に f多中心性jを強調しておきたい

(Schmitter 2004) Jとするように，自前の執行

機関を持たない EUの政策手法は，古典的主権

国家モデルのそれとは異なっている.ただし，

政策手法の変容は，各層民国家の中でも既に起

きており，政治学の分野では「ガヴァナンスJ
という標語の下で検討されている他 (cf.Jor-

dan， Wurzel and Zito 2005)，公法学において

も「公私協働jといった標語の下で既にその規

範的位置づけが議論されている点である(毛利

2001 ;山本 2003). 階統制的な主権問家モデル

の限界・変容は，各国内でも主題化されている

のであり，ここでは両レヴェルの並行性も重要

である.

また別の論点として重要なのは，平島の言う

「領域ごとにさまざまなガヴァナンスのあり方

(29) Jである.すなわち，国民的主権国家の変

容を語る上では，サイズやレヴェルのミスフィ

ット(例えば，グローパル化する経済と一国レ
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ヴェルの規制)ということのみならず，個別の

社会サブシステム.個別の政策分野が自律化し

ていることに目を向ける必要がある.例えば臼

井陽一郎 IEU環境法とポスト国民国家の

説jは，法多元主義の立場の議論を好意的に紹

介するが，そこでの多元性は主として， EU法

と加盟各国の法(加えて国際的合意)の共存に

見出されているようである.しかし，法多元主

義の一つの源泉であるエールリッヒ (Eugen

Ehrlinch)が前世紀初めに「生ける法Jを見出

したのは，社会的諸国体の内部秩序であった.

つまり，部分社会の自立的規範形成と統一的国

家法という対抗軸に，より Eが向けられるべき

ではないだろうか (Teubner2004 石川

2003 ;村上 2005). この点は次のトピックとの

関連でより重要となるため，節を改めよう.

2. ヨー口ッパ統合における規範と正統性

共有されている主題として次にあげることが

できるのは，規範の生成や価値への着目である.

法学からの分析である中村論文や，政治哲学を

掲げる宇野論文がこの問題に関わるのはもちろ

ん，構成主義アプローチを採る臼井論文がこの

開題を正面から取り上げているほか，

にも規範の生成への目配りを見ることが出来る.

ここには，規範や正統性の問題をめぐって，法

と政治学という異分野の聞に対話可能性が生

まれているという研究状況がよく反映されてい

る.しかし，当然のことながら各々の見解は相

違する.しかもそれがデイシプリンの違いにと

どまっていない点が，この緊張関係を一層興味

深いものとする.

構成主義アプローチの下で法多元主義とソフ

トローの概念を出発点とする白井は， EUをア

リーナとして，国際(世界規模)， Eじ，各国の

三つのレヴェルの規範的言説が交錯し規範の

進化が起きているとする.とりわけ，ソフトロ

ーが法と政治を媒介し，規範進化の中での触媒

となっている点が，議論の中心にある.これに

対し法学者である中村は，様々な社会規範(な
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いしその萌芽)が法規範に変形される上で，い

かなるスクリーニングがなされる(べき)か，

という点にこだわりを見せる.

ここまでならば，拘束力を持つフォーマルな

法という形式の持つ意味にこだわる法学者に

法と社会規範の相違にこだわらない政治学者，

という重要な，しかし通常想定されうる対話の

構図である.しかし，両者には重要な共通点が

存在する.中村は，立法・法制度化のスクワー

ニングのためのメタ規範の存在を想定している.

議論の出発点にハートの承認のルールをおいて

いる点からしても，そのようなメタ規範は各国

とEUレヴェルに各々存在する(その意味では

複数ある)としても，それぞれの範囲の中では

一つであると考えているものであろう.白井も

「強い体系志向性を持つ法秩序に構造づけ

(76)J られている点を，時際法との比較での

EU法の特徴であるとし， I管轄権や義務が…

分化し，意思決定や政策実行が…多次元化しつ

つも，全体として断片化しない欧州が模索され

ていった (79-80)J とする.つまり，両者は総

体的な EU規範秩序の存在を想定しているので

ある.

ところがこの点について，平島は懐疑的であ

る.平識は， (政策ネットワークへの社会的主

体の関与を通じて生成・制度化される) I特定

の価値や社会規範は，必ずしも政策ネットワー

クの個別を越え， EU全体の法的規範として制

度化されるわけではない (41)Jとする.終章

で中村は，規範が制度化される場合とされない

場合の差異が重要であるという臼井へのコメン

トの補強材料として，この箇所を含む引用を行

っているが (290)，平島の議論は， (各政策分

野ごとの個別の)社会規範の法制度化の有無と

いう点と，個別のネットワークを越えた全体的

規範になるかどうかという点の二段階を分けて

議論するものであり，ミスリーデイングな引用

である.平島のこのような視座は， I民主政治

(デモクラシー)は個別政策ごとに公私の主体

関の協力を通じて行われる問題解決(ガヴァナ

ンス)の総和以上のものである (45)Jという

記述にも見て取れるだろう.つまり平島は，ソ



フトローを媒介とした規範の進化や，一定の承

認ルールを通じた法制度化があるとしても，そ

のことは単数形の iEU法(規範)秩序Jの存

在の証明にはならないという主張をここで提示

しているのである.前節の議論で示唆したよう

に，法多元主義の議論とも親和的な視角である.

これは， EUとの関連で正統性をどのように

論じるかという問題でもある.白井と中村に共

通するのは，一定の基準を設定してそれに合致

するものを正統とする論法である.例えば臼井

は，法多元主義の視座から「法定立の根拠は，

異なった法秩序聞の競合がもたらす諸言説の，

広範な相互作用の中に探求される (82)Jとす

るが，一見中立的なこの枠組の下で，彼が「進

化」と呼ぶものは，環境規制の強化とハードロ

ー化であり 4)，環境訴訟における環境団体の原

告適格の承認という，特定の規範的内容の実現

である.また中村は，最終的な選別主体である

各国政府が受容するであろう正統化根拠を探り

出すという視角から，国家間合意文書などを基

準として承認のルールを検討している.これら

からは， EUの正統性の向上は EUの条約テク

ストや法テクストの改善によってもたらされる

ことになる.特に法学において，前世紀中葉の

歴史的経験を経て，形式用件(立法手続)のみ

で法を法とみなす法実証主義に対する批判が一

般化していることを考えれば，このような視角

が採られるのは当然といえよう.

4) この点は，自井がソフトローの重要性を強調

していることとの関連で興味深い点である.白

井は最終的なハードロー化を評価しているよう

だが，ソフトローとは，最終的にハードロー化

を実現するための一つの段階に過ぎないのであ

ろうか.というのも，ソフトローを論ずる議論

の中の一つの系は，政策手法としてのハードロ

ーに対するソフトローの優位を主張するもので

あるからである.また，商法を対象とした最近

の研究には，裁判所がソフトローを判決に取り

込むことがむしろ逆効果を生むとする批判的結

論を導くものもあるという(藤田 2006). 中村

の提示した論点も含め，ソフトローとハードロ

ーの関係についての白井の見解をもう少し開き

たいところである.
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これに対し，イーストン (DavidEaston) 

の政治システム論などの系譜に立つ政治学の正

統性論において重要な位震を占めるのは，一般

的支持 (diffusesupport)であり，正統性の有

無は研究者の内容判断ではなく，政治イ本の講成

員が一一理由はどうあれー一般的な支持を与

えているか否かによって判断されることになる

(cf. Fのllesdal2004) .すなわちここで問題なの

は，例えば，憲法条約の出来不出来， EUのサ

ービス自由化指令の適切性といったことではな

く，それら様々の事象が加盟国市民にどのよう

に認知されるか，ということであり， i皮らのイ

メージを改善する特効薬があるわけではない以

上，対応はより難しいとも考えうる.平島がバ

ルトリーニ (StefanoBartolini)を引用して，

iEUの市民は，未だに個別の政策の是非を超

え， EUの政体全体とその将来像、を論ずるヨー

ロッパ市民ではない (42)Jとするのは，この

ような文脈においてであろう.

このように，規範や正統性に関して，各章が

奏でる音は栢互に緊張関係にあり，その不協和

音こそが本書をスリリングなものにしている.

但し一点だけ付言するならば，正統性を判断す

るのは誰なのか，という点に関しては，多くの

章がとりあげつつも十分に論じられてはいない

ように思われる.統合過程におけるイデオロギ

ーの役割に触れる安藤や，理念としての〈ヨー

ロッパ〉の復活を分析する宇野においても，そ

れらが誰によって担われ誰に作用するものなの

かは判然としない.統合ヨーロッパの規範的基

礎を論ずるうえでは，誰の行動と関係付けて論

ずるか一一政府指導者や官僚か，各国の議論を

リードする(? )知識人か，一般市民か一ーを

明確にして論ずる必要があるだろう 5)

5) 例えば，憲法条約の国民投票による否決を論

ずるために，正統性をめぐる知識人の議論を取

り上げることは，方法論上疑義が多い.知識人

の議論と有権者の判断根拠が同じである保証は

ないカ、らである.
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3.国際秩序とヨーロッパ統合

これまで論じたこつの点は，実は EUに固有

の開題ではない.いわゆるグローバル化の進展

とともに，世界規模の国際社会の変容について

も向様の問題は論じられている.従って， EU 

の経験はグローパルな変化を勘案しつつ論ずる

ことが有益である.この点が三つ自の，どちら

かといえば各章の議論の裏面で共有されている

主題であるといえよう.宇野は， r統合のどの

部分がヨーロッパ国有の要因に基づき，どの部

分が一般的射程を持つのか，慎重に区別するこ

とこそが，まず必要 (250)Jであると適切に指

摘しているが，固有性と一般性のどちらに重点

をおくかという点で，議論は分かれる.

一つの語り口は，菌際社会とヨーロッパ統合

を対比させ，後者の独自性を強調するやり方で

ある.宇野は，シャルルマーニュの戴冠にさか

のぼり， rその最初から統合へのヴェクトルと

分裂のヴェクトルが措抗」していた点にヨーロ

ツパの国有性を求め，他の国際統合へのモデル

とすることに留保を付しているの.安藤は，フ

ォーマルな制度という国禁公共財の提供という

観点、から， EFTAおよび GATT/WTOとEU

を比較し，効率性の促進という点における後者

の先進性と，覇権に頼らない進化という質的相

6) シャルルマーニュにさかのぼるこのような論

法は，親統合派の議論の典型であり，宇野のス

タンスを明確に表している.しかし， <ヨーロッ

パ〉的なものの特徴を， f自らの内部に存在する

分裂と対立を利用して，多元的で関かれた社会

原理を模索Jすることに求める時，やはりヨー

ロッパの一部の議論と同様，前世紀の中葉に起

きた惨禍が意図的に忘却され，ヨーロッパにお

ける民主主義と法の支配の連続性の構築によっ

て，その神話化が行われている.このような論

法は，遠藤が批判する「単純な勧善懲悪型jの

研究 (3-5) とさして変わらないのではなかろう

か.この種の歴史観に対抗する刺激的な 20世紀

史の概観として Mazower(1999)を参照せよ.
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違を指捕しているの.ただしいずれの主張も一

定の検討を経た上でのものであり，先験的に独

自性を強調する姿勢とは無縁であることは強調

しておかなければならない.

これに対し，国際社会の状況と統合の進展に

ある韓の補完性を見る議論もある.例えば臼井

がほじ環境法は…国際立法の過桂に深く理め

込まれている (90)Jとするとき，環境に関す

る社会規範の進化において，国際立法の動向が

重要な一つの媒介項をなしていることが指摘さ

れている.この点で吏にラデイカルなのは遠藤

であり， rNATO-CE-EU体制Jの標語の下で，

ヨーロッパ統合が，世界規模の冷戦体制のヨー

ロッパ的表現で、ある NATOに依存していたと

いうネ見角を明石在に守Tち出している.

しかし，本書にやや欠けていると思われるの

は，冷戦終湾とグローパル化による関際社会の

変容についての，国F禁法・間際関係論を中心と

し との対話である. r方法論的ナショナ

リズムjへの自省を行っているのは何も EU研

究のみではない.また， EUレヴェルで議論さ

れている規範や正統性の問題と向型の議論は，

世界規模の秩序の問題としても議論されている.

例えば Spiermann (1999) は， r新しい法秩

序Jというヨーロッパ裁判所の高らかな宣言と

は裏腹に，現実の国際法の変容によって ECの

法秩序と盟際法秩序の棺違は程度問題になって

いるという認識を示す.また， LIJ本 (1994)等

に代表されるように，国家主権を不可分の一体

7) この方法を通じて安藤の議論は説得的なもの

となっているが，比較の作業が欠落する， fEU 

下における資本蓄積と fフォーマルな制度.iJの

節に関しては， EUレヴェルに資本一賃労働関

係を支える制度が存在しなければならないとい

う前提をなぜ、おくことが出来るのかが，評者に

は理解できなかった.市場や資本蓄積の効率的

な機能のために由民国家の枠を超えた制度が公

共財として必要であるとしても，資本一賃労働

関係についても同様のことがいえるのであろう

か.また，もしそうであるならば， 1LOや

WTOの社会条項，さらには国連グローバルコ

ンパクトなどの動向との比較は必要なのではな

いだろうか.



として考えるのではなく，管轄権の束として考

えるアプローチが，国際法の分野で少なからず

語られているという.であるならば， EUを対

象とする本書においても，それらのアプローチ

との対話から得られるものは大きかったであろ

う.遠藤が fEUは， r国家jと『国際(政府

間)組織jのどちらでもない (7)Jとするとき，

カギカッコが用いられていることからも，そこ

で意味されているのは「通俗的なイメージにお

ける国際組織」ということだろうが，実際に国

際組織をめぐって展開されている学術的議論は，

より洗練されたものとなっている可能性がある

ということである.

例えば，遠藤が研究アジ、ェンダの一つに挙げ

る，国家間の「開放的でアドホックな連携」は，

スローター (Anne-Marie Slaughter)が提示

するトランスガヴァメンタリズム (transgov-

ernmen talism) の議論と接するところが多い

(Slaughter 1997) .スローターは，新たな世界

干失序の中核をなすのは， トランスナショナルな，

政策分野ごとのネットワークであるとし，間家

は消滅するのではなくむしろその部分へと解体

しつつ， しかし相互の連携を強化しているとい

う見方を示している.すなわち，ハイポリテイ

クス的な「国際合意」ではない，国家間の情報

交換・相互学習・規範形成といった自立たない

実務的な連携が注目されているのである.これ

は，国際的結び付きの強化と国家の弱体化を一

体化させるようなゼロサム的議論に比し，魅力

的な仮説であるといえよう.

更に，グローパル化の進展と統治の変容に伴

う正統性問題という点についても，これらの議

論から樽益することは多い.例えば，リッセ

(Thomas Risse) やヴォルフ (Klaus-Dieter 

Wolf)といったドイツの国際政治学者は， ト

ランスナショナルなデモクラシーの存立可能性

について議論を展開し (Risse2006 ; W olf 

2006)，前出のスローターやコヘイン (Robert

E. Keohane) /ナイ(JosephNye， Jr.)も，
グローパルなレヴェルの政策協調枠組の正統化

可能性について論じている (Slaugter2005 ; 

Keohane and Nye 2000). また行政法学者ラデ
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ーア (Karl-Heinz Ladeur) は，国家とは切り

離した形のデモクラシーの可能性を検討し，主

権概念を離れた多中心的でヘテラーキカルなネ

ットワークのイメージを提示する (Ladeur 

2004). これらの議論は，特に平島論文のよう

に，総体的秩序化機能を低く見積もる場合には，

EUにも高い適用可能性を持つであろう.

終章において中村は，今後の課題として，

「世界的な文脈における EUの役割や意義を評

イ面する (291)Jことを挙げているが， そこで念

頭におかれているのは EUが域外に影響力を行

使することのようである.しかし，世界的文脈

での EUの意義を考える上で同様に重要なのは，

上に述べたような， EUという地域レヴェルの

統合の進展と，グローパルなレヴェルの変容と

の関係であろう.この一義的ならざる関係につ

いても本書はいくつかの示唆を与えているが，

より意識的な扱いが必要かもしれない.

4. ヨ一口ッパ統合のダイナミクスと

諸主体の戦略

評者の?~意的選択による以上の例が示す様に，

共通の主題の様々な変奏を開かせる本書である

が，魅力的な論点でありながら他の演奏者に取

り上げられなかったものも存在する.

その一つは主体の戦略の次元である.小川論

文は，通常は「新しいガヴァナンスのモードj

「統治の変容」という形の位置づけが多い

OMCについて，ヨーロッパの社民/中道左派

勢力が社会的なものを実現しようとする過程で

見出した，組織技術上の「解J，という興味深

い視角を提示している.このように， EUの特

定の統治構造に関して，誰が何を目的として，

どのような対抗を経て成立したものか， という

ことを問う視角は，他の各章には必ずしも共有

されていない.

おそらくこれにはある程度必然的な理由があ

る.第一に，本書の議論の中心は，政策の内容

ではなくそれを枠付ける統治構造・制度枠組に

ある.環境政策という具体的争点領域をとりあ
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げている白井に関しても，重点は規範の変容を

「ポスト国民国家の言説」という視角から解釈

することにあり，政策それ自体についての分析

を行っているわけではない.経済通貨政策を扱

うシュルツの説明の中心は，制度枠組が各国民

経済にもたらすコストとベネフィットにあり，

その制度枠組が立ち上げる過程には一一経済学

の分析としては当然なのだろうが一一注意が払

われていない. しかし，統治構造や制度枠組そ

のものが政治的争点として前景に登場し，それ

をめぐる主体の戦略が交錯する機会は決して多

くないばかりか8)，そのような局面の説明は往

々にして(方法的反省を欠く)政府間主義的な

ものとなってしまう.従って，各章の記述が主

として統治構造・制度枠組の作動ロジックを説

明するものになるのも当然のことといえる.

これと関連して第二に，本書では EUの動態

的性格が強調されるが，例えば中村の論文に典

型的なように，そこで分析されているのは EU

のダイナミックな性格を生み出す「講造」であ

り，ダイナミクスそのものではない9) EUが

動くことは説明されていても，どの方向へ進む

か，あるいはどのような道が開かれているかは

対象とされていないのである.もちろん，この

点は意鴎的な選択の結果であろう.というのも，

8) 宇野は，統合の理念的基礎をめぐる議論を扱

っているが， r統一欧州を可能な限り連邦艇に近

いものとして構想する傾向を持つのがドイツで

ある (254)j rEUが百指している方向性は

(275)jという形で，各国民国家や EUを擬人化

する雷説が用いられているのには違和感を感じ

る.各国毎の議論の構図の差異は評者も関心を

持っているところであるが(網谷 2002)，それ

は統合それ自体への賛否や，党派の相違と掛け

合わせて分析しない限り， r各国毎の政治文化J
に関するステロタイプの単なる再生産にならな

いだろうか.

9) 中村においても憲法条約制定過程の議論が検

討されており，そこでは「主体」が登場し

(218-219)， rドイツ政府代表j，rイギリスJな

どが挙げられる. しかし問題関心がそれら主体

の交錯や妥協ではなく権限配分にあることは，

これらが「政府代表jr各国議会Jという形でま

とめられていることにも表れている.
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統治構造・制度枠組全体を捉えることを目的と

し，なおかつ「比較静学Jを越えて統合の動態

を捉えようとする場合，目的論的な機能主義な

いしは制度進化論の色彩を帯びたものであれ，

地政的ないしは経済的な利益を基礎とした政府

間主義であれ，議論は過度に大きな物語となる

可能性が強いからである.

以上のように，一定の理由があってなされた

選択ではあろうが，憲法条約の否決を経て，ヨ

ーロッパの将来をめぐる議論がなお続く状況の

中で本書を読むとき，全体として主体 (agen-

cy) の影が薄いことは印象的で、ある.そして

そのことは， EUの非政治的ないしはテクノク

ラティックな性格を本書がそれ自体として表現

しているようにも見える.

おわりに

もとより-fIltの書物によって， EUをめぐる

すべての問題系が網羅されるはずはない.以上

のコメントの多くは望窮の類であろう.しかし，

本書がそのような間いを読み手に発させる，刺

激的な内容であることも間違いない.その意味

で，本書は題名どおりに「新地平Jの所在を読

者に指し示すものであり，その向こうにあるも

のの探求を促すものである.
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